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「外国証券の取引に関する規則」に規定する 

「店頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等に関する規則」の関連条文 

令和４年４月１日作成 

令和６年 11 月 12 日改訂 

 

特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

   

「店頭有価証券等の特定投資家に対する 

投資勧誘等に関する規則」 

「外国証券の取引に関する規則」 

 

（特定投資家に対する投資勧誘等への準用） 

第 49 条 協会員は、国内の取引所金融商品

市場への上場がなされていない外国株券、

外国新株予約権証券、外国新株予約権付社

債券、外国投資信託受益証券、外国投資証

券又は外国新投資口予約権証券の特定投資

家向け売付け勧誘等又は私募（金商法第２

条第３項第２号ロに掲げる場合に限る。以

下同じ。）若しくは特定投資家向け売付け

勧誘等の取扱いを行う場合には、「店頭有

価証券等の特定投資家に対する投資勧誘等

に関する規則」第３条から第17条までの規

定（第３条第２項、第６条第３項、第７条

第３項及び第 12 条第１項を除く。）を準用

する。この場合において、これらの規定中

「店頭有価証券等」とあるのは「外国株

券、外国新株予約権証券、外国新株予約権

付社債券、外国投資信託受益証券、外国投

資証券又は外国新投資口予約権証券」と、

「私募又は私募の取扱い」とあるのは「私

 

  

第 １ 章  総     則  

  

（目的） 

第 １ 条  （  省 略  ） 

 

 

（定義） 

第 ２ 条  （  省 略  ） 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

募の取扱い」と、「店頭有価証券」とある

のは「外国株券、外国新株予約権証券又は

外国新株予約権付社債券」と、第３条第３

項中「前項」とあるのは「『外国証券の取

引に関する規則』第50条」と、第７条第２

項中「投資信託受益証券」とあるのは「外

国投資信託受益証券」と、「３か月以内」

とあるのは「６か月以内」と、第 10 条中

「投資信託等」とあるのは「外国投資信託

受益証券、外国投資証券又は外国新投資口

予約権証券」と、第12条第２項中「前項」

及び同条第３項中「前項」とあるのは

「『外国証券の取引に関する規則』第 52

条」とそれぞれ読み替えるものとする。 

 ２ 外国株券、クローズド・エンド型の外国

投資信託受益証券及びクローズド・エンド

型の外国投資証券について、本章に基づき

勧誘を行うことができるものは、次の各号

に定める要件を満たしている国又は地域の

法令に基づき発行されたものとする。 

 

 １ 当該有価証券に係る制度について法令

が整備されていること 

 

 ２ 当該有価証券に係る開示について法令

等が整備されていること 

 

 ３ 当該有価証券の発行者を監督する監督

官庁又はそれに準ずる機関が存在してい

ること 

 

 ４ 当該有価証券の購入代金、売却代金、

果実等について送受金が可能であること 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

第 ２ 章  店頭有価証券等の審査等  第 ２ 章  店頭有価証券等の審査等 

（検証及び審査） 

第 ３ 条 取扱協会員は、本規則に基づき新

たに顧客（特定投資家（金商法第２条第 31

項に規定する特定投資家（同法第34条の２

第５項の規定により特定投資家以外の顧客

とみなされる者を除き、同法第34条の３第

４項（同法第34条の４第６項において準用

する場合を含む。）の規定により特定投資

家とみなされる者を含む。）をいう。）に限

る。第９条、第 10 条及び第 11 条本文を除

いて、以下同じ。）に対して投資勧誘を行

おうとする店頭有価証券等について、当該

店頭有価証券等の特性やリスクの内容を把

握し、投資勧誘を行うことがふさわしいか

否か及び投資勧誘を行う顧客の範囲につい

て検証しなければならない。 

 

 （検証及び審査） 

第 ３ 条 取扱協会員は、本規則に基づき新

たに顧客（特定投資家（金商法第２条第 31

項に規定する特定投資家（同法第34条の２

第５項の規定により特定投資家以外の顧客

とみなされる者を除き、同法第34条の３第

４項（同法第34条の４第６項において準用

する場合を含む。）の規定により特定投資

家とみなされる者を含む。）をいう。）に限

る。第９条、第 10 条及び第 11 条本文を除

いて、以下同じ。）に対して投資勧誘を行

おうとする外国株券、外国新株予約権証

券、外国新株予約権付社債券、外国投資信

託受益証券、外国投資証券又は外国新投資

口予約権証券について、当該外国株券、外

国新株予約権証券、外国新株予約権付社債

券、外国投資信託受益証券、外国投資証券

又は外国新投資口予約権証券の特性やリス

クの内容を把握し、投資勧誘を行うことが

ふさわしいか否か及び投資勧誘を行う顧客

の範囲について検証しなければならない。 

 （発行者等に対する審査）  

２ 取扱協会員は、前項の規定に基づき店頭

有価証券及び投資証券等の検証を行う場

合、第12条の規定により当該取扱協会員が

策定した社内規則に従って、次の各号に掲

げる有価証券の区分に応じ、それぞれ当該

各号に掲げる事項について審査を行わなけ

第 50 条 取扱協会員（「店頭有価証券等の

特定投資家に対する投資勧誘等に関する規

則」第２条第９号に規定する取扱協会員を

いう。以下同じ。）は、前条において読み

替えて準用する「店頭有価証券等の特定投

資家に対する投資勧誘等に関する規則」第

２ 取扱協会員（「店頭有価証券等の特定投

資家に対する投資勧誘等に関する規則」第

２条第９号に規定する取扱協会員をいう。

以下同じ。）は、前条において読み替えて

準用する「店頭有価証券等の特定投資家に

対する投資勧誘等に関する規則」第３条第
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

ればならない。 ３条第１項に基づき検証を行う場合、第 52

条の規定により当該取扱協会員が策定した

社内規則に従って、次の各号に掲げる有価

証券の区分に応じ、当該各号に定める事項

について審査を行わなければならない。 

１項に基づき検証を行う場合、第52条の規

定により当該取扱協会員が策定した社内規

則に従って、次の各号に掲げる有価証券の

区分に応じ、当該各号に定める事項につい

て審査を行わなければならない。 

１ 店頭有価証券 １ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

１ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

イ 発行者及びその行う事業の実在性 イ 発行者及びその行う事業の実在性 イ 発行者及びその行う事業の実在性 

ロ 発行者の財務状況 ロ 発行者の財務状況 ロ 発行者の財務状況 

ハ 発行者の法令遵守状況を含めた社会

性 

ハ 発行者の法令遵守状況を含めた社会

性 

ハ 発行者の法令遵守状況を含めた社会

性 

ニ 発行者の反社会的勢力への該当性、

反社会的勢力との関係の有無及び反社

会的勢力との関係排除への仕組みとそ

の運用状況 

ニ 発行者の反社会的勢力への該当性、

反社会的勢力との関係の有無及び反社

会的勢力との関係排除への仕組みとそ

の運用状況 

ニ 発行者の反社会的勢力への該当性、

反社会的勢力との関係の有無及び反社

会的勢力との関係排除への仕組みとそ

の運用状況 

ホ 当該取扱協会員と発行者との利害関

係の状況 

ホ 当該取扱協会員と発行者との利害関

係の状況 

ホ 当該取扱協会員と発行者との利害関

係の状況 

へ 当該店頭有価証券に投資するにあた

ってのリスク 

へ 当該外国株券、外国新株予約権証券

又は外国新株予約権付社債券に投資す

るにあたってのリスク 

へ 当該外国株券、外国新株予約権証券

又は外国新株予約権付社債券に投資す

るにあたってのリスク 

ト 私募（金商法第２条第３項第２号ロ

に掲げる場合に限る。以下同じ。）又は

私募の取扱いを行う場合にあっては、

事業計画の妥当性、資金使途の妥当性 

ト 私募の取扱いを行う場合にあって

は、事業計画の妥当性、資金使途の妥

当性 

ト 私募の取扱いを行う場合にあって

は、事業計画の妥当性、資金使途の妥

当性 

 ２ 外国投資信託受益証券 ２ 外国投資信託受益証券 

 外国投資信託受益証券にあっては第 16

条第１項第１号、第２号、第７号及び第

10 号から第 14 号（第 11 号ただし書きを

除き、クローズド・エンド型の外国投資

外国投資信託受益証券にあっては第 16

条第１項第１号、第２号、第７号及び第

10 号から第 14 号（第 11 号ただし書きを

除き、クローズド・エンド型の外国投資
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

信託受益証券にあっては第 14 号を除

く。）に掲げる基準に適合していること 

信託受益証券にあっては第 14 号を除

く。）に掲げる基準に適合していること 

２ 投資証券等 ３ 外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券 

３ 外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券 

イ 資産の運用等に関する体制整備の状

況 

イ 資産の運用等に関する体制整備の状

況 

イ 資産の運用等に関する体制整備の状

況 

ロ 発行者の法令遵守状況を含めた社会

性 

ロ 発行者の法令遵守状況を含めた社会

性 

ロ 発行者の法令遵守状況を含めた社会

性 

ハ 発行者の反社会的勢力への該当性、

反社会的勢力との関係の有無及び反社

会的勢力との関係排除への仕組みとそ

の運用状況 

ハ 発行者の反社会的勢力への該当性、

反社会的勢力との関係の有無及び反社

会的勢力との関係排除への仕組みとそ

の運用状況 

ハ 発行者の反社会的勢力への該当性、

反社会的勢力との関係の有無及び反社

会的勢力との関係排除への仕組みとそ

の運用状況 

 ニ 外国投資証券にあっては第 17 条第１

項第１号、第２号及び第８号から第 12

号（クローズド・エンド型の外国投資

証券にあっては第 12 号を除く。）に掲

げる基準にそれぞれ適合していること 

ニ 外国投資証券にあっては 17 条第１項

第１号、第２号及び第８号から第 12 号

（クローズド・エンド型の外国投資証

券にあっては第 12 号を除く。）に掲げ

る基準にそれぞれ適合していること 

３ 第１項の検証及び前項の審査を行った取

扱協会員は、当該検証及び審査の内容及び

結果並びにその理由を、最後に当該店頭有

価証券等の投資勧誘を行った日（検証及び

審査の結果、投資勧誘を行わないこととな

った場合には、当該検証及び審査が終了し

た日）から５年間保存する。 

 ３ 第１項の検証及び「外国証券の取引に関

する規則」第50条の審査を行った取扱協会

員は、当該検証及び審査の内容及び結果並

びにその理由を、最後に当該外国株券、外

国新株予約権証券、外国新株予約権付社債

券、外国投資信託受益証券、外国投資証券

又は外国新投資口予約権証券の投資勧誘を

行った日（検証及び審査の結果、投資勧誘

を行わないこととなった場合には、当該検

証及び審査が終了した日）から５年間保存

する。 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

（発行者との反社会的勢力排除のための契約

内容） 

第 ４ 条 取扱協会員は、本規則に基づき顧

客に対して店頭有価証券等の投資勧誘を行

おうとする場合には、当該店頭有価証券等

の発行者との間で、次の各号に掲げる事項

について書面又は電磁的記録により契約書

を作成する方法により契約を締結しなけれ

ばならない。 

 （発行者との反社会的勢力排除のための契約

内容） 

第 ４ 条 取扱協会員は、本規則に基づき顧

客に対して外国株券、外国新株予約権証

券、外国新株予約権付社債券、外国投資信

託受益証券、外国投資証券又は外国新投資

口予約権証券の投資勧誘を行おうとする場

合には、当該外国株券、外国新株予約権証

券、外国新株予約権付社債券、外国投資信

託受益証券、外国投資証券又は外国新投資

口予約権証券の発行者との間で、次の各号

に掲げる事項について書面又は電磁的記録

により契約書を作成する方法により契約を

締結しなければならない。 

１ 発行者が反社会的勢力でない旨を確約

すること。 

 １ 発行者が反社会的勢力でない旨を確約

すること。 

２ 前号の確約が虚偽であると認められた

場合は、当該取扱協会員の申出により、

当該発行者が発行する店頭有価証券等の

取扱いに係る契約が解除されること。 

 ２ 前号の確約が虚偽であると認められた

場合は、当該取扱協会員の申出により、

当該発行者が発行する外国株券、外国新

株予約権証券、外国新株予約権付社債

券、外国投資信託受益証券、外国投資証

券又は外国新投資口予約権証券の取扱い

に係る契約が解除されること。 

３ 発行者が反社会的勢力に該当すると認

められた場合は、当該取扱協会員の申出

により、当該発行者が発行する店頭有価

証券等の取扱いに係る契約が解除される

こと。 

 ３ 発行者が反社会的勢力に該当すると認

められた場合は、当該取扱協会員の申出

により、当該発行者が発行する外国株

券、外国新株予約権証券、外国新株予約

権付社債券、外国投資信託受益証券、外

国投資証券又は外国新投資口予約権証券
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

の取扱いに係る契約が解除されること。 

   

（反社会的勢力の排除） 

第 ５ 条 取扱協会員は、店頭有価証券等の

発行者が反社会的勢力に該当すると認めら

れた場合又は反社会的勢力と関係があるこ

とが判明した場合は、当該店頭有価証券等

の投資勧誘を行ってはならない。 

 （反社会的勢力の排除） 

第 ５ 条 取扱協会員は、外国株券、外国新

株予約権証券、外国新株予約権付社債券、

外国投資信託受益証券、外国投資証券又は

外国新投資口予約権証券の発行者が反社会

的勢力に該当すると認められた場合又は反

社会的勢力と関係があることが判明した場

合は、当該外国株券、外国新株予約権証

券、外国新株予約権付社債券、外国投資信

託受益証券、外国投資証券又は外国新投資

口予約権証券の投資勧誘を行ってはならな

い。 

   

   

第 ３ 章  特定証券情報及び発行者情報  第 ３ 章  特定証券情報及び発行者情報 

   

（特定証券情報等の提供又は公表） 

第 ６ 条 取扱協会員は、店頭有価証券等に

係る特定証券情報（ただし、金融商品取引

法施行令（以下「金商法施行令」という。

以下同じ。）第 14条の 14で定める場合にあ

っては、発行者情報又は発行者情報と同等

の情報とする。以下同じ。）が投資勧誘の

相手方に提供又は公表されている場合に限

り、当該店頭有価証券等について第８条に

基づく投資勧誘を行うことができる。 

 （特定証券情報等の提供又は公表） 

第 ６ 条 取扱協会員は、外国株券、外国新

株予約権証券、外国新株予約権付社債券、

外国投資信託受益証券、外国投資証券又は

外国新投資口予約権証券係る特定証券情報

（ただし、金融商品取引法施行令（以下

「金商法施行令」という。以下同じ。）第

14 条の 14 で定める場合にあっては、発行

者情報又は発行者情報と同等の情報とす

る。以下同じ。）が投資勧誘の相手方に提

供又は公表されている場合に限り、当該外
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

国株券、外国新株予約権証券、外国新株予

約権付社債券、外国投資信託受益証券、外

国投資証券又は外国新投資口予約権証券に

ついて第８条に基づく投資勧誘を行うこと

ができる。 

２ 前項に規定する店頭有価証券等に係る特

定証券情報の提供又は公表は、次の各号に

掲げる方法のいずれかによるものとする。 

 ２ 前項に規定する外国株券、外国新株予約

権証券、外国新株予約権付社債券、外国投

資信託受益証券、外国投資証券又は外国新

投資口予約権証券に係る特定証券情報の提

供又は公表は、次の各号に掲げる方法のい

ずれかによるものとする。 

 

１ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

が、当該投資勧誘を行う相手方に対し

て、当該投資勧誘を行う時までに書面又

は電磁的方法により提供する方法。 

 １ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

が、当該投資勧誘を行う相手方に対し

て、当該投資勧誘を行う時までに書面又

は電磁的方法により提供する方法。 

２ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

が、証券情報等の提供又は公表に関する

内閣府令（以下「証券情報等府令」とい

う。）第 11 条第３号の規定に従い、当該

発行者又は当該取扱協会員のウェブサイ

トにおいて、当該特定証券情報の公表を

した日から１年を経過する日までの間

（当該特定証券情報に係る有価証券につ

いて開示が行われている場合又は当該特

定証券情報に係る有価証券が消却、償還

その他の理由により存しないこととなっ

た場合に該当することとなった場合に

は、当該該当することとなった日までの

 ２ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

が、証券情報等の提供又は公表に関する

内閣府令（以下「証券情報等府令」とい

う。）第 11 条第３号の規定に従い、当該

発行者又は当該取扱協会員のウェブサイ

トにおいて、当該特定証券情報の公表を

した日から１年を経過する日までの間

（当該特定証券情報に係る有価証券につ

いて開示が行われている場合又は当該特

定証券情報に係る有価証券が消却、償還

その他の理由により存しないこととなっ

た場合に該当することとなった場合に

は、当該該当することとなった日までの
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

間。以下本条において同じ。）継続して

公表する方法。 

間。以下本条において同じ。）継続して

公表する方法。 

 （特定証券情報及び発行者情報）  

３ 第１項に規定する特定証券情報は、次の

各号に掲げる有価証券の区分に応じ、それ

ぞれ当該各号に掲げる様式を用いて、本協

会が別に定める「記載上の注意事項」に従

って発行者が作成したものでなければなら

ない。 

第 51 条 第 49 条において読み替えて準用

する「店頭有価証券等の特定投資家に対す

る投資勧誘等に関する規則」第６条第１項

に規定する特定証券情報及び第７条第１項

に規定する発行者情報は、次の各号に掲げ

る有価証券の区分に応じ、当該各号に定め

る様式により、本協会が別に定める「記載

上の注意事項」に従って発行者が作成した

ものでなければならない。 

３ 第49条において読み替えて準用する「店

頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧

誘等に関する規則」第６条第１項に規定す

る特定証券情報及び第７条第１項に規定す

る発行者情報は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に応じ、当該各号に定める様式に

より、本協会が別に定める「記載上の注意

事項」に従って発行者が作成したものでな

ければならない。 

１ 店頭有価証券 

様式１ 

１ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

イ 特定証券情報 

様式１ 

ロ 発行者情報 

様式４ 

１ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

様式１ 

 

２ 投資信託受益証券 

様式２ 

２ 外国投資信託受益証券 

イ 特定証券情報 

様式２ 

ロ 発行者情報 

様式５ 

２ 外国投資信託受益証券 

様式２ 

 

３ 投資証券等 

様式３ 

３ 外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券 

イ 特定証券情報 

様式３ 

ロ 発行者情報 

様式６ 

３ 外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券 

様式３ 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

４ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

は、第２項の規定により提供又は公表され

た特定証券情報について、当該提供又は公

表をした日から１年を経過する日までの間

に訂正すべき事項があるときは、当該訂正

の内容に係る情報を、当該特定証券情報を

提供し又は公表した方法と同一の方法によ

り、当該特定証券情報に係る店頭有価証券

等の投資勧誘を行う相手方及び当該店頭有

価証券等の所有者に対して提供し、又は公

表するものとする。 

 ４ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

は、第２項の規定により提供又は公表され

た特定証券情報について、当該提供又は公

表をした日から１年を経過する日までの間

に訂正すべき事項があるときは、当該訂正

の内容に係る情報を、当該特定証券情報を

提供し又は公表した方法と同一の方法によ

り、当該特定証券情報に係る外国株券、外

国新株予約権証券、外国新株予約権付社債

券、外国投資信託受益証券、外国投資証券

又は外国新投資口予約権証券の投資勧誘を

行う相手方及び当該外国株券、外国新株予

約権証券、外国新株予約権付社債券、外国

投資信託受益証券、外国投資証券又は外国

新投資口予約権証券の所有者に対して提供

し、又は公表するものとする。 

 

５ 取扱協会員は、発行者に対して特定証券

情報の提供又は公表の方法について説明を

行い、当該方法を遵守させるよう努めなけ

ればならない。 

 

 

 

 

５ 取扱協会員は、発行者に対して特定証券

情報の提供又は公表の方法について説明を

行い、当該方法を遵守させるよう努めなけ

ればならない。 

   

（発行者情報の提供又は公表） 

第 ７ 条 取扱協会員は、次条の規定に基づ

く投資勧誘により店頭有価証券等を保有す

るに至った顧客に対し、当該店頭有価証券

等に係る発行者情報を自ら提供若しくは公

表又は発行者による提供若しくは公表が行

われていることを確認しなければならな

 （発行者情報の提供又は公表） 

第 ７ 条 取扱協会員は、次条の規定に基づ

く投資勧誘により外国株券、外国新株予約

権証券、外国新株予約権付社債券、外国投

資信託受益証券、外国投資証券又は外国新

投資口予約権証券を保有するに至った顧客

に対し、当該外国株券、外国新株予約権証
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

い。ただし、証券情報等府令第７条第５項

各号及び第８条第１項各号に掲げる場合に

あっては、この限りでない。 

券、外国新株予約権付社債券、外国投資信

託受益証券、外国投資証券又は外国新投資

口予約権証券に係る発行者情報を自ら提供

若しくは公表又は発行者による提供若しく

は公表が行われていることを確認しなけれ

ばならない。ただし、証券情報等府令第７

条第５項各号及び第８条第１項各号に掲げ

る場合にあっては、この限りでない。 

２ 前項に規定する店頭有価証券等に係る発

行者情報の提供又は公表については、次の

各号に掲げる方法のいずれかによるものと

する。なお、当該各号の規定により取扱協

会員が合理的と認める期間を定める場合に

は、当該期間及び当該期間を定めた理由を

あらかじめ書面又は電磁的方法により本協

会に報告しなければならない。 

 ２ 前項に規定する外国株券、外国新株予約

権証券、外国新株予約権付社債券、外国投

資信託受益証券、外国投資証券又は外国新

投資口予約権証券に係る発行者情報の提供

又は公表については、次の各号に掲げる方

法のいずれかによるものとする。なお、当

該各号の規定により取扱協会員が合理的と

認める期間を定める場合には、当該期間及

び当該期間を定めた理由をあらかじめ書面

又は電磁的方法により本協会に報告しなけ

ればならない。 

１ 発行者が発行する特定投資家向け有価

証券である店頭有価証券等を保有する者

に対して、当該発行者の事業年度（投資

信託受益証券にあっては、金商法第 24条

第５項により読み替えられた同条第１項

に規定する特定期間のことをいう。以下

同じ。）ごとに、最近事業年度の末日を

経過した日から３か月以内（災害の発生

等のやむを得ない理由により当該期間内

に提供できない場合には、取扱協会員が

 １ 発行者が発行する特定投資家向け有価

証券である外国株券、外国新株予約権予

約権、外国新株予約権付社債券、外国投

資信託受益証券、外国投資証券又は外国

新投資口予約権証券を保有する者に対し

て、当該発行者の事業年度（外国投資信

託受益証券にあっては、金商法第 24条第

５項により読み替えられた同条第１項に

規定する特定期間のことをいう。以下同

じ。）ごとに、最近事業年度の末日を経
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

合理的と認める期間内）に、当該事業年

度に係る発行者情報を、書面又は電磁的

方法により提供する方法。 

過した日から６か月以内（災害の発生等

のやむを得ない理由により当該期間内に

提供できない場合には、取扱協会員が合

理的と認める期間内）に、当該事業年度

に係る発行者情報を、書面又は電磁的方

法により提供する方法。 

２ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

が、証券情報等府令第 11条第３号の規定

に従い、当該発行者又は当該取扱協会員

のウェブサイトにおいて、最近事業年度

の末日を経過した日から３か月以内（災

害の発生等のやむを得ない理由により当

該期間内に公表できない場合には、取扱

協会員が合理的と認める期間内）に、当

該事業年度に係る発行者情報を作成し公

表する方法。 

 ２ 発行者又は投資勧誘を行う取扱協会員

が、証券情報等府令第 11条第３号の規定

に従い、当該発行者又は当該取扱協会員

のウェブサイトにおいて、最近事業年度

の末日を経過した日から６か月以内（災

害の発生等のやむを得ない理由により当

該期間内に公表できない場合には、取扱

協会員が合理的と認める期間内）に、当

該事業年度に係る発行者情報を作成し公

表する方法。 

 （特定証券情報及び発行者情報）  

３ 第１項に規定する発行者情報は、次の各

号に掲げる有価証券の区分に応じ、それぞ

れ当該各号に掲げる様式を用いて、本協会

が別に定める「記載上の注意事項」に従っ

て発行者が作成したものでなければならな

い。 

第 51 条 第 49 条において読み替えて準用

する「店頭有価証券等の特定投資家に対す

る投資勧誘等に関する規則」第６条第１項

に規定する特定証券情報及び第７条第１項

に規定する発行者情報は、次の各号に掲げ

る有価証券の区分に応じ、当該各号に定め

る様式により、本協会が別に定める「記載

上の注意事項」に従って発行者が作成した

ものでなければならない。 

３ 第49条において読み替えて準用する「店

頭有価証券等の特定投資家に対する投資勧

誘等に関する規則」第６条第１項に規定す

る特定証券情報及び第７条第１項に規定す

る発行者情報は、次の各号に掲げる有価証

券の区分に応じ、当該各号に定める様式に

より、本協会が別に定める「記載上の注意

事項」に従って発行者が作成したものでな

ければならない。 

１ 店頭有価証券 

様式４ 

１ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

イ 特定証券情報 

１ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

様式４ 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

様式１ 

ロ 発行者情報 

様式４ 

 

２ 投資信託受益証券 

様式５ 

２ 外国投資信託受益証券 

イ 特定証券情報 

様式２ 

ロ 発行者情報 

様式５ 

２ 外国投資信託受益証券 

様式５ 

 

３ 投資証券等 

様式６ 

３ 外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券 

イ 特定証券情報 

様式３ 

ロ 発行者情報 

様式６ 

３ 外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券 

様式６ 

４ 第１項の規定により発行者情報を公表す

る場合、当該発行者情報は、公表した日か

ら当該発行者情報に係る事業年度の翌事業

年度に係る発行者情報の提供又は公表をす

る日までの間（ただし、次の各号に掲げる

場合に該当する場合は、それぞれ当該各号

に定める期間）継続して公表するものとす

る。 

 ４ 第１項の規定により発行者情報を公表す

る場合、当該発行者情報は、公表した日か

ら当該発行者情報に係る事業年度の翌事業

年度に係る発行者情報の提供又は公表をす

る日までの間（ただし、次の各号に掲げる

場合に該当する場合は、それぞれ当該各号

に定める期間）継続して公表するものとす

る。 

１ 証券情報等府令第７条第５項各号に該

当することとなった場合 

当該公表をした日から当該各号に該当

することとなった日までの期間 

 １ 証券情報等府令第７条第５項各号に該

当することとなった場合 

当該公表をした日から当該各号に該当

することとなった日までの期間 

２ 当該発行者情報に係る有価証券が消

却、償還その他の理由により存しないこ

ととなった場合 

 ２ 当該発行者情報に係る有価証券が消

却、償還その他の理由により存しないこ

ととなった場合 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

当該発行者情報の公表をした日から当

該有価証券が存しないこととなった日ま

での期間 

当該発行者情報の公表をした日から当

該有価証券が存しないこととなった日ま

での期間 

５ 第１項の規定により提供又は公表された

発行者情報について訂正すべき事項がある

ときは、発行者又は投資勧誘を行う取扱協

会員は、当該発行者情報の内容を訂正する

旨の情報を、当該発行者情報を提供し又は

公表した方法と同一の方法により、発行者

情報を提供した相手方及び当該店頭有価証

券等の所有者に対して提供し、又は公表す

るものとする。 

 ５ 第１項の規定により提供又は公表された

発行者情報について訂正すべき事項がある

ときは、発行者又は投資勧誘を行う取扱協

会員は、当該発行者情報の内容を訂正する

旨の情報を、当該発行者情報を提供し又は

公表した方法と同一の方法により、発行者

情報を提供した相手方及び当該外国株券、

外国新株予約権予約権、外国新株予約権付

社債券、外国投資信託受益証券、外国投資

証券又は外国新投資口予約権証券の所有者

に対して提供し、又は公表するものとす

る。 

６ 取扱協会員は、発行者に対して発行者情

報の提供又は公表の方法について説明を行

い、当該方法を遵守させるよう努めなけれ

ばならない。 

 ６ 取扱協会員は、発行者に対して発行者情

報の提供又は公表の方法について説明を行

い、当該方法を遵守させるよう努めなけれ

ばならない。 

   

第 ４ 章  投資勧誘及び取引の方法  第 ４ 章  投資勧誘及び取引の方法 

   

（投資勧誘の方法） 

第 ８ 条 取扱協会員は、次の各号に掲げる

場合に応じ、それぞれ当該各号に定める要

件をみたすことを確認したときに限り、顧

客に対して当該店頭有価証券等の投資勧誘

を行うことができる。 

 （投資勧誘の方法） 

第 ８ 条 取扱協会員は、次の各号に掲げる

場合に応じ、それぞれ当該各号に定める要

件をみたすことを確認したときに限り、顧

客に対して当該外国株券、外国新株予約権

証券、外国新株予約権付社債券、外国投資

信託受益証券、外国投資証券又は外国新投
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

資口予約権証券の投資勧誘を行うことがで

きる。 

１ 投資勧誘が私募又は私募の取扱いに該

当するものである場合 

金商法施行令第１条の５の２第２項に

定める要件に合致すること。 

 １ 投資勧誘が私募の取扱いに該当するも

のである場合 

金商法施行令第１条の５の２第２項に

定める要件に合致すること。 

２ 投資勧誘が特定投資家向け売付け勧誘

等又は特定投資家向け売付け勧誘等の取

扱いに該当するものである場合 

金商法施行令第１条の８の２に定める

要件に合致すること。 

 ２ 投資勧誘が特定投資家向け売付け勧誘

等又は特定投資家向け売付け勧誘等の取

扱いに該当するものである場合 

金商法施行令第１条の８の２に定める

要件に合致すること。 

３ 投資勧誘が金商法施行令第１条の７の

３第３号に規定する有価証券（同号ハに

掲げるものに限る。）の売買に係るもの

である場合 

投資勧誘の相手方である顧客に対し

て、原則として特定投資家以外の者に当

該店頭有価証券等の譲渡を行うことがで

きない旨について告知すること（顧客に

対して売付けに係る勧誘を行う場合を除

く。）。 

 ３ 投資勧誘が金商法施行令第１条の７の

３第３号に規定する有価証券（同号ハに

掲げるものに限る。）の売買に係るもの

である場合 

投資勧誘の相手方である顧客に対し

て、原則として特定投資家以外の者に当

該店頭有価証券等の譲渡を行うことがで

きない旨について告知すること（顧客に

対して売付けに係る勧誘を行う場合を除

く。）。 

   

（既存株主による売付けに係る勧誘） 

第 ９ 条 取扱協会員は、前条第２号に基づ

く投資勧誘を行う場合、当該投資勧誘に係

る店頭有価証券等を保有する顧客に対し

て、当該顧客が当該店頭有価証券等の売付

けをするよう勧誘することができる。 

 （既存顧客による売付けに係る勧誘） 

第 ９ 条 取扱協会員は、前条第２号に基づ

く投資勧誘を行う場合、当該投資勧誘に係

る外国株券、外国新株予約権証券、外国新

株予約権付社債券、外国投資信託受益証

券、外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券を保有する顧客に対して、当該顧客が
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

当該外国株券、外国新株予約権証券、外国

新株予約権付社債券、外国投資信託受益証

券、外国投資証券又は外国新投資口予約権

証券の売付けをするよう勧誘することがで

きる。 

２ 取扱協会員は、前項に規定する勧誘を行

う場合には、金商法第40条の４の規定に抵

触することがないよう留意するものとす

る。 

 ２ 取扱協会員は、前項に規定する勧誘を行

う場合には、金商法第40条の４の規定に抵

触することがないよう留意するものとす

る。 

   

（取引開始時の説明書の交付及び確認書の徴

求） 

第 10 条 取扱協会員は、第８条に基づいて

投資勧誘を行った結果、顧客（金商法第 34

条の４第６項において準用される金商法第

34 条の３第４項の規定により特定投資家と

みなされる者に限る。以下本条及び次条本

文において同じ。）が次の各号に掲げる有

価証券のいずれかについて初めて買付けを

行おうとするときは、当該顧客に対し、当

該各号に掲げる有価証券の区分に応じたリ

スクを記載した書面を交付し、当該リスク

を説明するとともに、当該説明書に記載さ

れた事項を理解し、当該顧客の判断と責任

において取引を行う旨の書面による確認書

を徴求するものとする。 

 （取引開始時の説明書の交付及び確認書の徴

求） 

第 10 条 取扱協会員は、第８条に基づいて

投資勧誘を行った結果、顧客（金商法第 34

条の４第６項において準用される金商法第

34 条の３第４項の規定により特定投資家と

みなされる者に限る。以下本条及び次条本

文において同じ。）が次の各号に掲げる有

価証券のいずれかについて初めて買付けを

行おうとするときは、当該顧客に対し、当

該各号に掲げる有価証券の区分に応じたリ

スクを記載した書面を交付し、当該リスク

を説明するとともに、当該説明書に記載さ

れた事項を理解し、当該顧客の判断と責任

において取引を行う旨の書面による確認書

を徴求するものとする。 

１ 店頭有価証券  １ 外国株券、外国新株予約権証券、外国

新株予約権付社債券 

２ 投資信託等  ２ 外国投資信託受益証券、外国投資証券
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

又は外国新投資口予約権証券 

   

（個別銘柄に係る説明書の交付等） 

第 11 条 取扱協会員は、第８条に基づいて

顧客の買付けに係る投資勧誘を行う際に

は、当該投資勧誘の相手方となる顧客に対

して、次の各号に掲げる事項を記載した書

面による説明書を交付するとともに、これ

らについて十分に説明しなければならな

い。 

 （個別銘柄に係る説明書の交付等） 

第 11 条 取扱協会員は、第８条に基づいて

顧客の買付けに係る投資勧誘を行う際に

は、当該投資勧誘の相手方となる顧客に対

して、次の各号に掲げる事項を記載した書

面による説明書を交付するとともに、これ

らについて十分に説明しなければならな

い。 

１ 想定する顧客の範囲  １ 想定する顧客の範囲 

２ 損失が生じるリスクの内容  ２ 損失が生じるリスクの内容 

３ 換金・解約の条件  ３ 換金・解約の条件 

４ 当該投資勧誘に係る店頭有価証券と異

なる種類の有価証券（金融商品取引法第

二条に規定する定義に関する内閣府令第

10 条の２に規定する同一種類の有価証券

でないものをいう。以下同じ。）に係る

重要な事項（発行者が当該投資勧誘に係

る店頭有価証券と異なる種類の有価証券

を発行している場合に限る。） 

 ４ 当該投資勧誘に係る外国株券、外国新

株予約権証券、外国新株予約権付社債券

と異なる種類の有価証券（金融商品取引

法第二条に規定する定義に関する内閣府

令第 10条の２に規定する同一種類の有価

証券でないものをいう。以下同じ。）に

係る重要な事項（発行者が当該投資勧誘

に係る外国株券、外国新株予約権証券、

外国新株予約権付社債券と異なる種類の

有価証券を発行している場合に限る。） 

５ 発行者情報の提供又は公表の方法  ５ 発行者情報の提供又は公表の方法 

６ その他取扱協会員が必要と認める事項  ６ その他取扱協会員が必要と認める事項 

２ 前項の規定は、取扱協会員が第８条第３

号に基づく投資勧誘を行う場合であって、

前項各号に掲げる事項が掲載されている非

上場PTS運営会員（「私設取引システムにお

 ２ 前項の規定は、取扱協会員が第８条第３

号に基づく投資勧誘を行う場合であって、

前項各号に掲げる事項が掲載されている非

上場PTS運営会員（「私設取引システムにお
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

ける非上場有価証券の取引等に関する規

則」第２条第８号に規定する非上場 PTS 運

営会員をいい、当該有価証券の売買を行う

私設取引システムを開設する者に限る。）

又は当該取扱協会員のウェブサイトを閲覧

するために必要な情報を当該投資勧誘の相

手方となる顧客に提供した場合には、適用

しない。 

ける非上場有価証券の取引等に関する規

則」第２条第８号に規定する非上場 PTS 運

営会員をいい、当該有価証券の売買を行う

私設取引システムを開設する者に限る。）

又は当該取扱協会員のウェブサイトを閲覧

するために必要な情報を当該投資勧誘の相

手方となる顧客に提供した場合には、適用

しない。 

   

第 ５ 章  内部管理体制  第 ５ 章  内部管理体制 

   

（社内規則及び取扱要領） 

第 12 条 取扱協会員は、本規則に基づき投

資勧誘を行おうとする次の各号に掲げる有

価証券の区分に応じ、それぞれ当該各号に

掲げる事項を社内規則において規定すると

ともに、当該社内規則に定めた事項を適切

に遂行するための体制を整備しなければな

らない。 

（社内規則） 

第 52 条 取扱協会員は、第 49 条に基づき

投資勧誘を行おうとする次の各号に掲げる

有価証券の区分に応じ、当該各号に定める

事項を社内規則において規定するととも

に、当該社内規則に定めた事項を適切に遂

行するための体制を整備しなければならな

い。 

（社内規則及び取扱要領） 

第 12 条 取扱協会員は、第 49 条に基づき

投資勧誘を行おうとする次の各号に掲げる

有価証券の区分に応じ、当該各号に定める

事項を社内規則において規定するととも

に、当該社内規則に定めた事項を適切に遂

行するための体制を整備しなければならな

い。 

１ 店頭有価証券 １ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

１ 外国株券、外国新株予約権証券又は外

国新株予約権付社債券 

イ 第３条の規定により行う検証及び審

査に関する事項 

イ 第 49 条において読み替えて準用する

「店頭有価証券等の特定投資家に対す

る投資勧誘等に関する規則」第３条第

１項の規定により行う検証及び第 50 条

の規定により行う審査に関する事項 

イ 第 49 条において読み替えて準用する

「店頭有価証券等の特定投資家に対す

る投資勧誘等に関する規則」第３条第

１項の規定により行う検証及び第 50 条

の規定により行う審査に関する事項 

ロ 発行者に関する情報の取得に関する

事項 

ロ 発行者に関する情報の取得に関する

事項 

ロ 発行者に関する情報の取得に関する

事項 

ハ 特定投資家の管理に関する事項 ハ 特定投資家の管理に関する事項 ハ 特定投資家の管理に関する事項 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

ニ 店頭有価証券の受渡しに関する事項 ニ 外国株券、外国新株予約権証券又は

外国新株予約権付社債券の受渡しに関

する事項 

ニ 外国株券、外国新株予約権証券又は

外国新株予約権付社債券の受渡しに関

する事項 

ホ 不公正取引の確認に関する事項 ホ 不公正取引の確認に関する事項 ホ 不公正取引の確認に関する事項 

ヘ その他取扱協会員が必要と認める事

項 

へ その他取扱協会員が必要と認める事

項 

ヘ その他取扱協会員が必要と認める事

項 

２ 投資信託等 ２ 外国投資信託受益証券、外国投資証券

又は外国新投資口予約権証券 

２ 外国投資信託受益証券、外国投資証券

又は外国新投資口予約権証券 

イ 第３条の規定により行う検証及び審

査に関する事項（投資信託受益証券に

あっては、審査に関する事項を除く。） 

イ 第 49 条において読み替えて準用する

「店頭有価証券等の特定投資家に対す

る投資勧誘等に関する規則」第３条第

１項の規定により行う検証及び第 50 条

の規定により行う審査に関する事項 

イ 第 49 条において読み替えて準用する

「店頭有価証券等の特定投資家に対す

る投資勧誘等に関する規則」第３条第

１項の規定により行う検証及び第 50 条

の規定により行う審査に関する事項 

ロ 投資信託等に関する情報の取得に関

する事項 

ロ 外国投資信託受益証券、外国投資証

券又は外国新投資口予約権証券に関す

る情報の取得に関する事項 

ロ 外国投資信託受益証券、外国投資証

券又は外国新投資口予約権証券に関す

る情報の取得に関する事項 

ハ 特定投資家の管理に関する事項 ハ 特定投資家の管理に関する事項 ハ 特定投資家の管理に関する事項 

ニ 投資信託等の受渡しに関する事項 ニ 外国投資信託受益証券、外国投資証

券又は外国新投資口予約権証券の受渡

しに関する事項 

ニ 外国投資信託受益証券、外国投資証

券又は外国新投資口予約権証券の受渡

しに関する事項 

ホ その他取扱協会員が必要と認める事

項 

ホ その他取扱協会員が必要と認める事

項 

ホ その他取扱協会員が必要と認める事

項 

２ 取扱協会員は、前項に定める社内規則の

内容に基づき取扱要領を作成し、本協会に

提出するとともに、公表しなければならな

い。 

 ２ 取扱協会員は、「外国証券の取引に関す

る規則」第52条に定める社内規則の内容に

基づき取扱要領を作成し、本協会に提出す

るとともに、公表しなければならない。 

３ 取扱協会員は、前項の取扱要領の内容を

変更した場合は、当該変更した内容及び変

更後の取扱要領につき、本協会に提出する

 ３ 取扱協会員は、前項の取扱要領の内容を

変更した場合は、当該変更した内容及び変

更後の取扱要領につき、本協会に提出する
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

とともに、公表しなければならない。 とともに、公表しなければならない。 

   

（取扱協会員としての届出及び公表） 

第 13 条 取扱協会員となろうとする協会員

は、本規則に基づく投資勧誘を開始する 15

営業日前までに、所定の様式による取扱協

会員指定届出書、前条に基づき作成する取

扱要領その他本協会が必要と認める書類を

本協会に提出しなければならない。 

 （取扱協会員としての届出及び公表） 

第 13 条 取扱協会員となろうとする協会員

は、本規則に基づく投資勧誘を開始する 15

営業日前までに、所定の様式による取扱協

会員指定届出書、前条に基づき作成する取

扱要領その他本協会が必要と認める書類を

本協会に提出しなければならない。 

２ 本協会は、前項の規定により提出された

書類に不備がないと認める場合は、前項の

届出を行った協会員を取扱協会員として指

定する。ただし、当該協会員が法令又は本

協会の規則に違反する等の事由により必要

と認める場合は、これを指定しないことが

できる。 

 ２ 本協会は、前項の規定により提出された

書類に不備がないと認める場合は、前項の

届出を行った協会員を取扱協会員として指

定する。ただし、当該協会員が法令又は本

協会の規則に違反する等の事由により必要

と認める場合は、これを指定しないことが

できる。 

３ 本協会は、前項の規定に基づき指定した

取扱協会員の名称を公表する。 

 ３ 本協会は、前項の規定に基づき指定した

取扱協会員の名称を公表する。 

   

（取扱協会員としての指定の取消し） 

第 14 条 取扱協会員としての指定の取消し

を希望する取扱協会員は、当該指定の取消

しを希望する日の５営業日前までに、所定

の様式による取扱協会員指定取消届出書を

本協会に提出しなければならない。 

 （取扱協会員としての指定の取消し） 

第 14 条 取扱協会員としての指定の取消し

を希望する取扱協会員は、当該指定の取消

しを希望する日の５営業日前までに、所定

の様式による取扱協会員指定取消届出書を

本協会に提出しなければならない。 

２ 本協会は、法令又は本協会の規則に違反

する等の事由により必要と認める場合は、

前項の届出によらずに、取扱協会員として

の指定を取り消す又は期間を定めて指定を

 ２ 本協会は、法令又は本協会の規則に違反

する等の事由により必要と認める場合は、

前項の届出によらずに、取扱協会員として

の指定を取り消す又は期間を定めて指定を
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

停止することができる。 停止することができる。 

３ 本協会は、第１項の届出を受けた場合は

当該届出を行った取扱協会員が希望する日

に、前項の場合は本協会が必要と認める日

に、取扱協会員としての指定を取り消す又

は指定を停止することとする。 

 ３ 本協会は、第１項の届出を受けた場合は

当該届出を行った取扱協会員が希望する日

に、前項の場合は本協会が必要と認める日

に、取扱協会員としての指定を取り消す又

は指定を停止することとする。 

４ 本協会は、前項の規定に基づき指定の取

消し又は停止を行った取扱協会員の名称を

公表する。 

 ４ 本協会は、前項の規定に基づき指定の取

消し又は停止を行った取扱協会員の名称を

公表する。 

５ 協会員は、第３項の規定により取扱協会

員としての指定を取り消された後又は指定

を停止されている間においても、引き続

き、取扱協会員として行った業務に起因す

る義務及び責任を負わなければならない。 

 ５ 協会員は、第３項の規定により取扱協会

員としての指定を取り消された後又は指定

を停止されている間においても、引き続

き、取扱協会員として行った業務に起因す

る義務及び責任を負わなければならない。 

   

第 ６ 章  雑則  第 ６ 章  雑則 

   

（本協会への報告） 

第 15 条 取扱協会員は、自社が行う本規則

に基づく投資勧誘に係る取引の状況につい

て、当該取引を行った日の属する月の翌月

の15日（私募又は私募の取扱いに係る取引

については、当該私募又は私募の取扱いの

期間が終了した日の属する月の翌月の 15

日）（当日が休業日の場合は、翌営業日）

までに、本協会が別に定めるところによ

り、本協会に報告しなければならない。 

 

 （本協会への報告） 

第 15 条 取扱協会員は、自社が行う本規則

に基づく投資勧誘に係る取引の状況につい

て、当該取引を行った日の属する月の翌月

の15日（私募の取扱いに係る取引について

は、当該私募の取扱いの期間が終了した日

の属する月の翌月の 15 日）（当日が休業日

の場合は、翌営業日）までに、本協会が別

に定めるところにより、本協会に報告しな

ければならない。 

（本協会による照会等）  （本協会による照会等） 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
外国証券の取引に関する規則 

読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

第 16 条 本協会は、取扱協会員の取扱要領

の内容又は本規則に基づく業務の状況に関

して必要があると認める場合は、当該取扱

協会員に対し、照会、事情聴取又は資料の

徴求を行うことができる。 

第 16 条 本協会は、取扱協会員の取扱要領

の内容又は本規則に基づく業務の状況に関

して必要があると認める場合は、当該取扱

協会員に対し、照会、事情聴取又は資料の

徴求を行うことができる。 

２ 取扱協会員は、前項に規定する照会、事

情聴取又は資料の徴求に応じなければなら

ない。 

 ２ 取扱協会員は、前項に規定する照会、事

情聴取又は資料の徴求に応じなければなら

ない。 

   

（電磁的方法による交付等） 

第 17 条 取扱協会員は、第 10条及び第 11

条に規定する書面の交付に代えて、「書面

の電磁的方法による提供等の取扱いに関す

る規則」（以下「書面電磁的提供等規則」

という。）に定めるところにより、当該書

面に記載すべき事項について電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法により提供することがで

きる。この場合において、当該取扱協会員

は、当該書面を交付したものとみなす。 

 （電磁的方法による交付等） 

第 17 条 取扱協会員は、第 10条及び第 11

条に規定する書面の交付に代えて、「書面

の電磁的方法による提供等の取扱いに関す

る規則」（以下「書面電磁的提供等規則」

という。）に定めるところにより、当該書

面に記載すべき事項について電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法により提供することがで

きる。この場合において、当該取扱協会員

は、当該書面を交付したものとみなす。 

２ 取扱協会員は、第10条に規定する書面に

よる確認書の徴求に代えて、書面電磁的提

供等規則に定めるところにより、当該確認

書に記載すべき事項について電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法により提供を受けること

ができる。この場合において、当該取扱協

会員は、当該確認書を徴求したものとみな

す。 

 ２ 取扱協会員は、第10条に規定する書面に

よる確認書の徴求に代えて、書面電磁的提

供等規則に定めるところにより、当該確認

書に記載すべき事項について電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法により提供を受けること

ができる。この場合において、当該取扱協

会員は、当該確認書を徴求したものとみな

す。 
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特定投資家投資勧誘規則 

（下線部は読み替えられる箇所） 
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読 替 後 

（下線部は読み替える箇所） 

   

（PTS取引に係る適用除外等） 

第 18 条 第８条第３号に基づく投資勧誘を

行う場合には、第３条から第７条及び第 12

条の規定は適用しない。 

  

２ 第８条第３号に基づく投資勧誘のみを行

う協会員については、第８条から第 11条

及び第 15条から第 17条の規定中「取扱協

会員」とあるのは「協会員」と読み替えて

適用し、第 13条及び第 14条の規定は適用

しない。 

  

   

（金融商品仲介業者に対する指導及び監督） 

第 19 条 取扱協会員は、委託先の金融商品

仲介業者に対し、第５条、第６条、第８

条、第９条、第 10条及び第 11条の規定を

遵守するよう指導及び監督を行わなければ

ならない。 

  

   

（特別会員が委託を受けて行う場合の取扱

い） 

第 20 条 特別会員が、取扱協会員である会

員からの委託を受けて本規則に基づく投資

勧誘を行う場合において、当該会員又は当

該特別会員のいずれか一方の協会員が、第

３条、第４条、第６条、第７条、第 10条

又は第 11条に定める行為を行ったとき

は、当該他の協会員は、これら各条の規定

にかかわらず、当該規定に基づく行為を行

  



 
 

- 24 - 
 

特定投資家投資勧誘規則 
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（下線部は読み替える箇所） 

うことを要さない。 

   

 

以 上 


